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ガバナンス

■  基本的な考え方

■  コーポレート・ガバナンス体制

エスビー食品は、いかなる経営環境にあっても企
業理念の実現に向けて永続的に発展できる企業を目
指すため、経営環境の変化に対応した、最も効率的
な経営管理体制を常に模索しています。経営の効率

「経営の意思決定および監督機能」と「業務執行機
能」を分離するため、執行役員制度を導入し、取締役
会は「経営の意思決定および監督機能」、執行役員は
「業務執行機能」をそれぞれ担っています。このよう

■  取締役会の多様性に関する考え方 ■  取締役会のトレーニング方針

当社の取締役会は、社外取締役も含め、事業規模
や事業領域を勘案して、特定の専門分野に偏ることな
く、また、個々の経験や能力を踏まえてバランスを考慮
した構成とし、そのなかで、国籍や性別は問わないこと
としています。

当社は、取締役の経営監督機能や監査等委員であ
る取締役の経営監視機能が十分に発揮できるような
トレーニングの機会を提供するとともに、セミナー受講
費用などを負担することで積極的な支援を行うことと
しています。

化が図られ、企業コンプライアンスに寄与するととも
に、エスビー食品の企業活動に関わるすべてのステー
クホルダーの皆さまから信頼が得られるようなコーポ
レート・ガバナンス体制の整備に努めています。

な体制により、経営と業務執行に関わる意思決定と
業務執行のスピードアップを図るとともに、監督機能
を強化し、取締役会および執行役員の権限と責任を
明確化しています。

■  取締役会の実効性評価

当社は、定例取締役会および必要に応じ随時の取
締役会を開催し、重要な業務執行に対する迅速な意
思決定および取締役の職務執行状況の監督を行って
います。
また、社外取締役を除く各取締役は個々人の業績

評価システムのなかで、自己評価および多面評価を
行っています。
取締役会全体の実効性についての評価の実施方法

および結果の概要は以下のとおりです。
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コーポレート・ガバナンス体制図（2024年6月27日時点）
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機関設計の形態 監査等委員会設置会社

取締役会議長 社長

取締役（監査等委員である取締役を除く。）人数
／うち社外取締役の人数 8人／2人

監査等委員である取締役人数
／うち社外取締役の人数 4人／3人

取締役会開催状況 12回　出席率：取締役99%、監査役100％

監査役会開催状況 8回　出席率：監査役100％

指名諮問委員会

指名諮問委員会は、独立社外取締役を委員長として、取締役会の決議によって選任された5人の取
締役で構成され、取締役、執行役員の選解任に関する原案の作成、ならびに選解任の基準およびプ
ロセスについて審議し、取締役会に答申を行います。
開催状況：3回　出席率：100%

報酬諮問委員会

報酬諮問委員会は、独立社外取締役を委員長として、取締役会の決議によって選任された5人の取締
役で構成され、取締役、執行役員の個人別報酬の決定に関する方針および決定プロセス、ならびに個
人別具体的報酬額等を審議し、取締役会に答申を行います。
開催状況：4回　出席率：100%

ガバナンスの概要

1．評価の実施方法

時期 2024年4月から5月　※2024年6月開催の取締役会にて審議

形式 アンケート形式

対象 全取締役、全監査役

調査
項目

①取締役会の構成（員数、構成、多様性など）
②取締役会の役割・責務（議長のリーダーシップ、業務遂行に関する監督、サステナビリティの取組み、リスクマネジメントの取組みなど）
③ 取締役会の運営（開催頻度、環境整備、説明・審議時間、付議事項の設定、議論・意見交換の質、事前情報提供、社外取締役への
サポート体制など）
④各諮問委員会の運営（指名諮問委員会、報酬諮問委員会）
⑤取締役会実効性評価について（運営、評価項目など）
⑥取締役・監査役自身の職務執行（理念・ビジョンの実現、中期経営計画の目標達成など）
⑦総括（取締役会の実効性、改善点など）

2．結果の概要

当社取締役会は、上記を踏まえて議論した結果、取締役会の実効性は相応に確保されていると評価しました。
引き続き、コーポレート・ガバナンスの強化を図るとともに、中長期視点での経営課題解決に向けて議論の活性化に取り組むことで、実効性の
向上に努めていきます。

TOPICS

監査等委員会設置会社への移行
重要な業務執行の決定権限を取締役会から取締役へ委任し、意思決定・業務執行のさらなる迅速化を図るとともに、取締

役会の実効性の向上や監督機能の強化等により、コーポレート・ガバナンスを充実させるため、当社は監査等委員会設置会
社に移行しました。引き続きグローバルな企業価値向上を目指してまいります。




